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午後１時２３分開会 

○いいくら昭二委員長 皆様おそろいでございます

ので、ただいまより建設委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 最初に、記録署名員を私か

ら指名いたします。 

  吉岡委員、富田委員、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 次に、議案の審査に移りま

す。 

  （１）第５０号議案 特別区道路線の認定につ

いて、（２）第５１号議案 特別区道路線の認定

について、以上２議案を一括議題といたします。 

  それでは、執行機関の説明を求めます。 

○道路公園整備室長 よろしくお願いいたします。 

  恐れ入りますが、議案説明資料２ページを御覧

ください。 

  第５０号議案 特別区道路線の認定（足立区梅

島三丁目地内）についてでございます。 

  提案理由でございますが、都市計画道路の補助

線街路第２５５号線が令和８年１月に事業認可を

取得し、道路整備を進めるために特別区道路線と

して認定するものでございます。 

  概要につきましては記載のとおりでございます。 

  続いて、３ページ、第５１号議案 特別区道路

線の認定（足立区扇三丁目、興野二丁目、西新井

本町四丁目地内）についてでございます。 

  提案理由でございますが、都市計画道路補助線

街路第１３８号線において、今回、本木新道から

尾久橋通りまでの約９３０ｍを令和７年１０月に

事業認可を取得し、道路整備を進めるために特別

区道路線として認定するものでございます。 

  概要につきましては記載のとおりです。 

  以上でございます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○いいくら昭二委員長 ありがとうございます。 

  それでは、何か質疑はありますか。 

○ぬかが和子委員 どちらの議案も特別区道路線の

認定ということで、都市計画道路の決定された部

分について区道路線認定するということで、しか

も道路現況がないところの認定なわけですけれど

も、これ例えば、この１３８号線の方の、これ道

路現況がなくて密集地域なのですけれども、ここ

にはどのくらいの区画、道路現況ない中でおうち

があるのでしょうか。 

○道路整備課長 １３８号線興野地区でございます

けれども、まず関係地権者がおよそ２００名ほど

おりまして、画地数は９９となっております。 

○ぬかが和子委員 それで、そうしますと、今は当

たり前ですけれども、建築基準法上、法を満たし

ている建築物なわけですよ、ほとんど、恐らく全

てが。そこが特別区道になっちゃうわけですよ。

そうすると、その瞬間から既存不適格建築物にな

りませんか。 

○都市建設部長 建築基準法上、都市計画事業で用

地買収されているところについては既存不適格扱

いとなります。 

○ぬかが和子委員 ですよね。だから、９９の画地

が既存不適格建築物になるというやり方というの

はどうなのかという思いを持っているのですね。 

  とりわけ、扇三丁目、ここは大型のマンション

なわけですけれども、このマンションについては

事前にお伺いしたところ、建築時にもうこの都市

計画決定されていたので、そこの部分はマンショ

ン建物はないと。そしてそこは十分考えられてい

たので、建蔽率はどうも違反しなそうだというこ

となのですけれども、どのぐらいここの面積掛か

っちゃうかというのは分かりますか。 

○都市建設部長 この案件につきましては、以前、

ぬかが委員からも御質問いただいた記憶がござい
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ます。その中で、シミュレーションしまして、も

ともとの面積が敷地面積が９，５００㎡ものがあ

ったものが、今回の道路整備に合わせまして、減

った後の面積ですが、約８，６００㎡となります。 

  続けて御説明してよろしければ、この関係で、

現在の建物のいわゆる容積率については、もとも

とが２２６％で建築されていたものが、道路が減

った関係で２５１％になります。 

  続けてなのですが、容積率の算定方法というの

は基本的にその敷地面積ごとにいわゆる案分計算

をします。従前ですと２４０％だったので、当然

面積が減った関係で、先ほど申し上げた２５１％

で１０％オーバーしますが、この新しく容積率が

一部３００％になる関係で、同じく計算方法で案

分しますと約２７０％になりますので、既存不適

格が解消するという状況でございます。 

  先ほど御答弁申し上げたとおり、敷地の形状等

によって既存不適格になる可能性がありますけれ

ども、あくまでも違反建築物でありませんので、

建築基準法上ではそれなりの救済措置が備えられ

ていることを併せて御答弁申し上げます。 

○ぬかが和子委員 容積率を緩和することで既存不

適格建築物という状態を解消できるというその容

積率の緩和というのは、すぐ行われるのですか。 

○都市建設部長 現在の都市計画の手続でございま

すが、足立区の都市計画審議会を来年の３月に予

定してございます。その後、東京都の都市計画審

議会で用途地域の見直しを行う予定になっており

ますので、早ければ来年の６月に都市計画変更が

予定されてございます。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、少なくとも、早

ければ来年６月都市計画、東京都の都市計画審議

会での変更になるわけですから、そうすると、少

なくとも１年間の間というのは、容積率は、建築

基準法上、満たしていない建物だということにな

ったときに、例えば、もう中古マンションですか

ら、売りたい人や買いたい人、結構そういう出入

りもあそこあるわけですよ。そういう場合にはこ

の１年間というのは不利益あると思うのですけれ

ども、どうでしょうか。 

○都市建設部長 不動産の取引で重要事項説明でど

のような説明をされるかによるのですが、あくま

でも、先ほど申し上げたとおり、既存不適格であ

って違反建築物でありませんので、基本的には取

引には影響ないと私ども考えておりますが、ただ、

今、ぬかが委員御指摘のとおり、１年間は既存不

適格状態になる可能性ありますので、多少なりと

も影響、なかなか私どもが不動産に影響あるかど

うかということは明確に御答弁できませんが、た

だ将来的に解消するということは当然のことなが

ら、併せて、今回マンションの理事会の皆様にも

その辺の御説明をしているところでございますの

で、その辺を考慮して不動産の取引がなされるの

ではないかと思います。 

○ぬかが和子委員 理事会にお話しされているのは

分かっているのですけれども、実際に既存不適格

物件がどういう扱いになるかというと、恐らく分

かっていて言わなかったのかと思いますけれども、

この時期に売買したいと思っても、買う方はロー

ン組めないのですよ。既存不適格だから。そうい

う不利益もあるということもしっかり認識した上

で、意外とマンション住んでいる方もそれ気が付

いてない方もいらっしゃるのですよ。そういう点

では、本当にそういうこともあるのだということ

を認識して臨んでいただかなければいけないかな

というふうに思っています。 

  質疑は以上でいいです。 

○いいくら昭二委員長 他に質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いいたします。 

○小泉ひろし委員 可決です。 

○くじらい実委員 賛成です。 

○ぬかが和子委員 区道認定それから都市計画道路、

基本的には賛成する案件多いのですけれども、ち

ょっとこの２議案については賛成しかねるという
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ことで反対をいたします。 

  内容については、理由については、本会議場で

討論を行わせていただきます。 

○富田けんたろう委員 賛成です。 

○市川おさと委員 私は賛成なのですけれども、立

派な道路を造ってほしいなと思います。よろしく

お願いします。以上です。 

○いいくら昭二委員長 これより採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○いいくら昭二委員長 挙手多数であります。よっ

て、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

  以上で建設委員会を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後１時３２分閉会 

 


